
日本で湿地環境を保全するためには？

2021年11月2日

星野一昭（NPO法人 日本国際湿地保全連合会長）

日本の湿地の現状と
保全政策
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1. 日本の湿地の現状

2. 湿地と渡り鳥の保全制度

（1）法律

（2）条約

（3）フライウェーネットワーク

（4）重要湿地選定、モニタリングサイト1000事業

3．湿地保全の取組事例

（1）荒尾干潟

（2）中池見湿地

（3）藤前干潟

本日の講演内容
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湿地とは、

➢ 天然のものであるか人工のものであるか、
永続的なものであるか一時的なものであ
るかを問わず、

➢ 更には水が滞っているか流れているか、
淡水であるか汽水であるか鹹水（塩水）
であるかを問わず、

➢ 沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、
➢ 低潮（干潮）時における水深が6メートル
を超えない海域を含む。

（ラムサール条約第1条より）
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様々な湿地
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世界的な湿地面積の減少

WWD2015 fact sheet より5



日本における湿原の減少

国土地理院の湖沼湿原調査（2000）より
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自然環境保全基礎調査（環境省）より

日本における干潟の減少
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⚫ 「日本の重要湿地500」の情報提供者等に現状をヒアリング
⚫ 961湿地のうち823湿地の情報から集計（2016年）

日本の重要湿地の現状

生物分類群 湿地数 顕著な変化なし 改善傾向 悪化傾向 その他
(1) 湿原植生 136 55 2 64 15

(2) マングローブ 37 28 2 5 2

(3) 海草・海藻 129 43 0 69 17

(4) 造礁サンゴ 31 11 6 13 1

(5) 水草 55 16 0 28 11

(6) 淡水藻類 27 2 3 17 5

(7) シギ・チドリ類 54 11 4 37 2

(8) ガンカモ類 60 24 5 21 10

(9) 湿地性鳥類 35 13 2 14 6

(10) 淡水魚類 73 5 4 60 4

(11) 爬虫両生類 25 4 0 20 1

(12) ウミガメ 12 0 0 10 2

(13) 昆虫類 112 28 0 53 31

(14) 甲殻類 17 3 0 8 6

(15) 淡水貝類 50 7 0 33 10

(16) 底生動物 108 19 2 72 15

合計 961 269 30 524 138
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劣化の要因
生物分類群 湿地数 悪化傾向 劣化の要因等

(1) 湿原植生 136 約５割 乾燥化、開発工事、外来種、シカ類の食害や踏圧

(2) マングローブ 37 １割未満 植生変化、土砂堆積・泥土流出、開発工事、外来種

(3) 海草・海藻 129 約５割 温暖化・高水温化、魚類による捕食、開発工事、津波

(4) 造礁サンゴ 31 約４割 捕食者の増加、海水温の変動、赤土の流入と堆積

(5) 水草 55 約４割 水質汚濁、富栄養化、開発工事、外来種、植生遷移

(6) 淡水藻類 27 約６割 開発工事、外来種、管理不足

(7) シギ・チドリ類 54 約７割 開発工事、津波

(8) ガンカモ類 60 約４割 開発工事、津波

(9) 湿地性鳥類 35 約４割 開発工事、土砂の堆積、利用者の増加

(10) 淡水魚類 73 約８割 開発工事、外来種、乱獲

(11) 爬虫両生類 25 約８割 開発工事、乾燥化、管理不足

(12) ウミガメ 12 約８割 開発工事、砂浜浸食、観光利用、卵の食害

(13) 昆虫類 112 約５割 外来種、開発工事、乾燥化、植生変化、採集圧

(14) 甲殻類 17 約５割 植生変化、開発工事

(15) 淡水貝類 50 約６割 開発工事、水量・水質・底質変化、外来種、貧酸素

(16) 底生動物 108 約７割 開発工事、津波
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⚫ 「悪化傾向」の場合、生物多様性の第１～４の危機、複合的要因、
その他の分類に分けて、劣化要因の情報を収集

全国的な湿地の劣化要因

危機 劣化の要因

開発など人間活
動による危機
（第1）

埋め立てや護岸整備等の開発の影響が大
きかった。

自然に対する働
きかけの縮小に
よる危機（第2）

ニホンジカによる湿原植生への食害が多
く報告された。

外来種など人間
により持ち込ま
れたものによる
危機（第3）

淡水魚類などに対して、依然として、国
外外来種のオオクチバスの在来種への捕
食圧が大きいほか、モツゴなど国内外来
種による影響がでている湿地もあった。

地球温暖化や海
洋酸性化など地
球環境の変化に
よる危機（第4）

とくに藻場やサンゴ礁で、地球温暖化に
よる海水温上昇の影響が見られた。

地震や津波など
の自然災害等

東北地方の湿地で、東日本大震災による
津波と地盤沈下による影響が大きかった。

n = 368

54%15%

10%

9%

9%
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【法的義務】

• 自然公園法：国立公園34、国定公園58（特別保護地区・第1種特別地域）

• 鳥獣保護管理法： 国指定鳥獣保護区86（特別保護地区71）

• 河川法： 環境保全が法目的に追加

【国際約束】

• 世界遺産条約： 世界自然遺産（2021年5地域）

• ラムサール条約： 登録湿地（2021年52湿地）

【国際評価・情報共有・研修／国内評価・基礎資料／モニタリング】

• フライウェーネットワーク（渡り性水鳥重要生息地ネットワーク）

• 重要湿地の選定（2001年500湿地、2015年633湿地）

• ラムサール条約湿地潜在候補地の選定（2010年172湿地）

• モニタリングサイト1000事業

湿地と渡り鳥の保全制度
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➢ 厳しい保護が求められる重要な自然地域

✓ 釧路湿原国立公園、尾瀬国立公園

✓ 知床国立公園、小笠原国立公園、屋久島国立公園

✓ 奄美群島国立公園、西表石垣国立公園

➢ その他の特別地域も保護に役立っている

➢ 国立公園は保護と利用が目的

自然公園法
国立公園の特別保護地区と第1種特別地域
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➢ 開発行為規制には特別保護地区指定が必要

✓ 集団渡来地：多くのラムサール湿地（藤前干潟、荒尾干潟、渡
良瀬遊水地、宮島沼、蕪栗沼・周辺水田など）

✓ 集団繁殖地：天売島、南鳥島、沖ノ島、男女群島、草垣島など

✓ 希少鳥獣生息地：釧路湿原、知床、北アルプス、円山川下流域、
名蔵アンパル、西表など

➢ 都道府県指定鳥獣保護区

鳥獣保護管理法
国指定鳥獣保護区の特別保護地区
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環境省審議会資料
2020.11.11
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➢ 条約に基づく厳しい保護管理が求められる。

➢ 世界遺産委員会が諮問機関の勧告に基づいて毎年登録案件を審査

➢ 世界自然遺産の評価基準は4つ

①自然美、②地形・地質、③生態系、④生物多様性

➢ 登録条件は3つ

①評価基準適合、②適切な区域設定、③十分な保護管理

➢ 保護担保措置：国立公園特別保護地区等

➢ 日本の世界自然遺産（5カ所）

屋久島、白神山地、知床、小笠原諸島、奄美沖縄４島

世界遺産条約

世界自然遺産
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➢ 1971年 イランのラムサールで条約採択

➢ 1980年 日本がラムサール条約を締結

✓釧路湿原を第1号の条約湿地として登録

✓条約第2条：各締約国は国際的重要性に従って適当な湿地を指定
し、その湿地は「国際的に重要な湿地の登録簿」に掲載される。

➢ 登録湿地の国際基準は締約国会議が決定。

➢ 1993年 第5回締約国会議を釧路市で開催

➢ 世界の登録湿地：2433湿地、254,634,721 ha（2,546,347㎢）

➢ 国内の登録条件：①国際基準、②法律で保護、③地元住民の賛意

ラムサール条約

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約
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2015年5月28日に4湿地を登録！
慶良間諸島海域を大幅拡張！

日本のラムサール条約湿地

2015年
50ヶ所

2018年に2カ所追加
（志津川湾と葛西海浜公園）
合計：52か所
面積：154,112 ha
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環境省審議会資料 2021年10月5日
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環境省審議会資料 2021年10月5日
【星野追記】登録待ちの状況
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環境省審議会資料 2021年10月5日
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環境省審議会資料 2021年10月5日
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ラムサール条約登録湿地関係市町村会議-ラムサール条約登録湿地関係市町村会
議とは (ramsarsite.jp)
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【法的義務】

• 自然公園法：国立公園34、国定公園58（特別保護地区・第1種特別地域）

• 鳥獣保護管理法： 国指定鳥獣保護区86（特別保護地区71）

• 河川法： 環境保全が法目的に追加

【国際約束】

• 世界遺産条約： 世界自然遺産（2021年5地域）

• ラムサール条約： 登録湿地（2021年52湿地）

【国際評価・情報共有・研修／国内評価・基礎資料／モニタリング】

• フライウェー（渡り性水鳥重要生息地）ネットワーク（34湿地）

• 重要湿地の選定（2001年500湿地、2015年633湿地）

• ラムサール条約湿地潜在候補地の選定（2010年172湿地）

• モニタリングサイト1000事業

湿地と渡り鳥の保全制度
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www.eaaflyway.net 24



Status of waterbird populations

(Waterbird Population Estimates 5, 2012)
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Major Waterbird Flyways of the world



• 日本と豪州が主導して渡り性水鳥保全戦略（1996年）に基づき、3
つのネットワーク（シギ・チドリ類、ツル類、ガンカモ類）を構築

• 東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネット
ワーク（旧ネットワーク）

• 2006年、3つのネットワークをフライウェーネットワークに統合

• 39主体が参加（18ヶ国政府機関、国際機関6、NGO・企業等15）

• 参加基準：①定期的に2万羽超が利用、②推定個体数の1％超が利用、
③絶滅危惧種がある程度利用 ＜一度のカウント数の4倍で判断＞

• ネットワークの狙い：法的義務がかからない形で渡り性水鳥の重要
生息地の保全を進めるための仕組み。情報交換、普及啓発、研修な
どを実施。

東アジア・オーストラリア地域
渡り性水鳥重要生息地ネットワーク
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➢ 参加湿地（34カ所）

✓ 釧路湿原（1997年3月、ラムサール1980年6月）

✓ 谷津干潟（1999年7月、ラムサール1993年6月）

✓ 藤前干潟（2004年8月、ラムサール2002年11月）

✓ 東京港野鳥公園（2000年6月）

✓ 野鳥園臨港緑地（大阪南港野鳥園）（2003年7月）

✓ 肥前鹿島海岸（鹿島新籠）（2002年5月、ラムサール2015年5月）

✓ 荒尾干潟（2013年2月、ラムサール2012年7月）

✓ 東よか干潟（2016年5月、ラムサール2015年5月）

✓ 出水（1997年3月、ラムサール登録予定）

東アジア・オーストラリア地域
渡り性水鳥重要生息地ネットワーク
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www.eaaflyway.net
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環境省
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佐賀県鹿島市HP
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環境省パンフレット 34



【法的義務】

• 自然公園法： 国立公園、国定公園（特別保護地区・第1種特別地域）

• 鳥獣保護管理法： 国指定鳥獣保護区（特別保護地区）

• 河川法： 環境保全が法目的に追加

【国際約束】

• 世界遺産条約： 世界自然遺産（2021年5地域）

• ラムサール条約： 登録湿地（2021年52湿地）

【国際評価・情報共有・研修／国内評価・基礎資料／モニタリング】

• フライウェー（渡り性水鳥重要生息地）ネットワーク（34湿地）

• 重要湿地の選定（2001年500湿地、2016年633湿地）

• ラムサール条約湿地潜在候補地の選定（2010年172湿地）

• モニタリングサイト1000事業

湿地と渡り鳥の保全制度
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見直し・公表
（2016年）

日本の重要湿地
500

（2001年）

ラムサール条約
湿地潜在候補地
（2010年）

ラムサール条約
湿地

ラムサール条約湿地と
「日本の重要湿地500」の関係
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ラムサール条約湿地
潜在候補地の選定

⚫ ラムサール条約湿地の登録要件である国際
基準1～9 に適合する湿地を選定

⚫ 登録要件の一つ、「国の法律により、将来
にわたり自然環境の保全が図られているこ
と」によらずに選定
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生物地理区の代表的な湿地タイプ
絶滅危惧種・群集
生物多様性の維持に重要な動植物
動植物の重要な一時的利用
鳥２万羽
鳥１％
魚介類の主要生息地と生物多様性
魚介類の重要な一時的利用
鳥以外の動物１％

基準１：
基準２：
基準３：
基準４：
基準５：
基準６：
基準７：
基準８：
基準９：

ラムサール条約湿地の登録基準
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国際基準1 ：主に重要湿地500 に選定されている湿地を対象に、湿
地タイプごとに陸域および海域の生物地理区を代表する湿地、
希少又は固有な例を含む湿地を選定（「河口域」を新設）

国際基準2 ：国際自然保護連合（IUCN）および環境省のレッドリ
ストを参考にした上で、湿地に生息又は生育する国際的に絶滅
のおそれのある種を選定し、当該種にとって重要な湿地を抽出

国際基準3, 4, 7, 8, 9：植物、海藻、海草、マングローブ、両生・
爬虫類、魚類、昆虫類、底生生物の各分野の専門家にヒアリン
グを実施し、適合する湿地を選定

国際基準5, 6 ：全国ガンカモ一斉調査、モニタリングサイト1000
シギ・チドリ調査およびガンカモ類調査のデータを参照し、適
合する湿地を抽出

✓ 水田決議を踏まえ、水田等の人工湿地も対象地に追加

ラムサール条約湿地
潜在候補地の選定
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ラムサール条約湿地潜在候補地

国際基準 候補地数

国際基準1 76

国際基準2 54

国際基準3 86

国際基準4 3

国際基準5 7

国際基準6 51

国際基準7 16

国際基準8 28

国際基準9 4

地域 候補地数

北海道地方 21

東北地方 24

関東地方 15

中部地方 27

近畿地方 10

中国地方 13

四国地方 6

九州地方 56

⚫ 172箇所が選定され、2010年9月30日に公表
⚫ ラムサール条約湿地は37箇所→52箇所に増加
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ラムサール条約湿地潜在候補地

湿地タイプ 候補地数

陸域 湿原 17

河川（渓流を含む） 41

湖沼 35

水田・ため池等の人工湿地 28

その他の陸域 17

海域
（汽水域
を含む）

河口域 38

塩性湿地 9

マングローブ湿地 12

干潟 47

藻場 28

サンゴ礁 8

その他の海域 17
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日本の重要湿地500

⚫ 生物多様性の保全上重要な国内
の湿地500箇所

⚫ 2001年12月に公表
⚫ 専門家の意見に基づき選定
⚫ ラムサール条約湿地潜在候補地
の選定に活用

⚫ 自然環境保全基礎調査・浅海域
生態系調査(干潟・藻場)やモニ
タリングサイト1000等の生態
系調査を実施

✓ 普及啓発が不十分
42



日本の重要湿地500
の見直し

⚫ 選定後10年以上が経過、各湿地
の状況が大きく変化

⚫ 生物多様性国家戦略2012-2020 
において、「日本の重要湿地
500」の見直しが明記

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/library
/nbsap2012-2020_pamphlet.html
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見直された日本の“重要湿地”

2016年4月22日に公表44



改定・重要湿地の要点

✓ 生物多様性の観点から見直し

✓ 都道府県の推薦による湿地の追加

✓ 湿地タイプの定義
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選定基準

共通の選定基準

基準１

湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・砂浜・マングロー
ブ湿地、藻場、サンゴ礁等の生態系のうち、生物の生
育・生息地として典型的または相当の規模の面積を有し
ている

基準２ 希少種、固有種等が生育・生息している

基準３ 多様な生物相を有している（ただし、外来種を除く）

基準４
特定の種の個体群のうち、相当な割合の個体数が生育・
生息する

基準５
生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、繁殖場等)で
ある

⚫ 「日本の重要湿地500」の選定基準を踏襲
⚫ 共通の選定基準＋生物分類群毎の選定の考え方
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生物分類群毎の選定の考え方

（１）湿原植生
（２）マングローブ
（３）海草・海藻
（４）造礁サンゴ
（５）水草
（６）淡水藻類
（７）シギ・チドリ類
（８）ガンカモ類
（９）湿地性鳥類
（10）淡水魚類
（11）爬虫両生類
（12）ウミガメ
（13）昆虫類
（14）甲殻類
（15）淡水貝類
（16）底生動物

• 各海域を代表する典型的な藻場
• 特定の地域に限られた種によって形成
• 単一種によって形成され、規模が大きい
• 種の多様性が高い
• 既存情報が存在し、今後も長期調査が可能

• 観察個体数が多い
• 主要種の観察個体数が推定個体数の1%以上
• 日本で繁殖する主要種の観察個体数が多い
• 日本で越冬する主要種の観察個体数が多い
• 渡りの中継地として利用する主要種の観察個体数
が多い

• 種の多様性が高い
• 固有種・亜種の生息地
• 絶滅危惧種・亜種の生息地
• 生息地として特異な環境
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選定された633湿地
生物分類群 湿地

数

(1) 湿原植生 136

(2) マングローブ 37

(3) 海草・海藻 129

(4) 造礁サンゴ 31

(5) 水草 55

(6) 淡水藻類 27
(7) シギ・チドリ
類

54

(8) ガンカモ類 60

(9) 湿地性鳥類 35

(10) 淡水魚類 73

(11) 爬虫両生類 25

(12) ウミガメ 12

(13) 昆虫類 112

(14) 甲殻類 17

(15) 淡水貝類 50

(16) 底生動物 108
複数の生物分類群に該当する湿地
があるため、合計は961湿地
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高層湿原 砂浜
中間湿原 浅海域
低層湿原 サンゴ礁
雪田草原 マングローブ湿地
河川 水田
淡水湖沼 休耕田
汽水湖沼 ため池
汽水域 水路
干潟 湧水
塩性湿地 湧水湿地
藻場 その他湿地

22の湿地タイプ
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生態系の状態を長期的・定量的に監視することにより、
異変等をいち早く検出するとともに、その結果を自然環
境保全施策に役立てる

✓ 環境省自然環境局生物多様性センターが実施する長期
モニタリングプロジェクト

✓ 2003年度より開始し、100年間の継続を目指す

✓ 全国に1000箇所以上のモニタリングサイトを設置

事業の目的

重要生態系監視地域モニタリング推進事業
モニタリングサイト1000
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生態系タイプ 調査主体 サイト数 主要調査項目

高山帯 研究者 7 植生調査など

森林・草原
研究者 48 毎木調査、地方徘徊性甲虫調査など

市民調査員 417 陸生鳥類調査

里地 市民調査員 243 植物相調査、指標動物調査など

陸水域
湖沼

市民調査員 94 ガンカモ類個体数調査など

研究者 20 水生植物調査、淡水魚類調査

湿原 研究者 10 植生調査、物理環境（水位）

砂浜 市民調査員 36 ウミガメ類の上陸・産卵回数調査など

沿岸域

磯 研究者 6 底生生物調査など

干潟
研究者 10 底生生物調査など

市民調査員 137 シギ・チドリ類個体数調査など

アマモ場 研究者 6 海草被度調査など

藻場 研究者 6 海藻被度調査

サンゴ礁 研究者 28 サンゴ被度調査など

小島嶼 研究者 30 海鳥個体数調査など

合計 1098 2021年7月時点

陸水域・沿岸域では、研究者が主体となって各生態系を構成する種の多様性をモニタリングす
る！！

重要生態系監視地域モニタリング推進事業
モニタリングサイト1000
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成果の活用
-行政政策-

52

【環境省】
• レッドリストの作成
• ラムサール条約登録
• 重要地域（海域・湿地）選定
• 希少種保全対策
• 外来種対策
• 生物多様性国家戦略の改訂

【国の関係行政機関】
• 環境アセス
• 各種事業実施時の基礎資料

【地方自治体】
• レッドデータブックの作成
• 地域戦略の策定
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成果の活用
-学術研究等-

• 学会等や学術論文の発表
• 他の研究や事業との連携
（環境研究総合推進費等）
• 大学の実習への活用

新種発見！

結果等の発表

連携



情報の検索
閲覧・利用

提供
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-国際連携-

成果の活用

• GBIF、OBIS
• JaLTER（長期生態学研究ネットワーク）

• AP-BON（生物多様性観測ネットワーク）

• GOOS（The Global Ocean Observing System）

種の情報：Darwin Core形式 提供

情報の検索
閲覧・利用

国際的枠組み

利用者

海洋生物

生物

環境省生物多様性センター
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サイト位置図 -沿岸域調査-
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サイト位置図 -陸水域調査-
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 2008年開始

 全国に12サイト

（アマモ場６、藻場６）

 全サイトで毎年調査

 植生を構成する種とその
被度を記録

© Masakazu Hori

モニ1000沿岸域（アマモ場・藻場）
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 2020年のトピック

アマモ場：ウミショウブの減少（石垣伊土名）

藻場：アラメ・カジメの激減（伊豆下田）

モニ1000沿岸域（アマモ場・藻場）

© Masakazu Hori © Shogo Akita

葉の部分のほとんどをウミガメに食べられ、根元部分のみ
になっていたウミショウブ（石垣島のアマモ場の様子）。
その被度は、平年値の３割以下となった調査地点もあった。

草食性魚類により、側葉が食べられてしまい、中央葉のみ
となったカジメ（伊豆下田の海中林の様子）。
平均被度は、4.2%と過去最低値を記録した。



• 2008年開始

• 全国に磯 6 サイト、干潟10サイト（うち協力サイト２サイト）

• 毎年、全サイトで調査を実施

• 磯：指標となる生物の出現状況、及び水温を記録

• 干潟：定量・定性的な調査により、底生動物の個体数と出現状況を記録

モニ1000沿岸域（磯・干潟）

59 Ⓒ WIJ
Ⓒ WIJ
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2020年のトピック

• 磯調査：ケガキの出現した方形枠数が、
本調査開始以降、最多を記録（大阪
湾・南紀白浜）

• 干潟調査：本調査開始以降、希少種を

初めて記録（石垣川平湾）

モニ1000沿岸域（磯・干潟）

Ⓒ Sou ISHIDA

2019年

Ⓒ Sou ISHIDA

2020年

Ⓒ Hirohumi KUBOTA

準絶滅危惧のツバサカノコ（環境省レッドリスト2020）

Ⓒ Keisuke MORI

ケガキ



モニ1000陸水域（湿原）

 2009年開始

全国に10サイト

目的：人為的攪乱が少ない湿原で、
気候変動の影響をモニタリン
グする（植生と物理環境を調査）

2020年度モニ1000陸水域調査報告書
www.biodic.go.jp/moni1000/findings/reports/pdf/2020_inland_waters.pdf
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http://www.biodic.go.jp/moni1000/findings/reports/pdf/2020_inland_waters.pdf


現在まで（10年間）の調査結果：
ほとんどの調査サイトで大きな変化は見られない。

エゾシカにより、一部損壊した
チャミズゴケの小丘（ブルト）

2014年 2020年

チマキザサ

シカによる食痕

例：サロベツ湿原サイト

モニ1000陸水域（湿原）

しかし、

・乾燥化の進行
・シカによる損壊や食痕

が確認されているサイトもある

釧路湿原サイト 2019年速報

霧多布湿原サイト 2018年速報

2014年度、2020年度モニ1000陸水域調査報告書
www.biodic.go.jp/moni1000/findings/reports/pdf/2020_inland_waters.pdf62

http://www.biodic.go.jp/moni1000/findings/reports/pdf/2020_inland_waters.pdf
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モニ1000陸水域（湖沼：淡水魚類）

 2015年開始

 全国に11サイト

 各サイトで5年に一度
調査を実施

 定置網、投網、タモ網

 魚類相、個体数、重量
を記録

クレジット

伊豆沼・内沼サイト 2020年速報

北浦爪木サイト 2020年速報屏風山湖沼群サイト 2019年速報
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モニ1000陸水域（湖沼：淡水魚類、水生植物）

 2020年のトピック

淡水魚類・水生植物：2015年以来、２回目となる調査を実施

淡水魚類：ゼニタナゴが再確認された（伊豆沼・内沼）

・環境省レッドリストで絶滅危惧IA類
に指定されているコイ科魚類

・2015年に実施したモニ1000調査
で19年ぶりに確認されていた

伊豆沼・内沼サイト 2020年速報



✓ 基礎データの蓄積

（例：各サイトの生物相、新種や新産地の発見）

✓ 自然災害等に対する生態系の反応（短期）

（例：東日本大震災や台風の影響）

✓ 気候変動等に対する生態系の変化（長期）

（例：分布の変化？、生態系の変化：藻場→サンゴ礁？）

モニ1000調査で得られる成果

ホシツリモ

© Yoshihisa FUJITA

カビラスナシャコエビ オロチヒモムシ

©Masahiro NAKAOKA
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◆荒尾干潟

◆中池見湿地

◆藤前干潟

3つの湿地の保全の取組事例
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九州地方環境事務所HP
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九州地方環境事務所HP
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九州地方環境事務所HP
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➢ 荒尾市長の意向、環境省・野鳥の会の働きかけ

➢ 2012年7月、ラムサール条約登録湿地（有明海で第1号）

➢ 2013年6月、東アジア・オーストラリア地域渡り性水鳥重要生息地ネッ
トワーク参加

➢ 2016～2018年、WIJが干潟環境教育プログラムの作成とKODOMOラム
サール湿地交流会を荒尾干潟で実施

◼ 2014年のモニタリングサイト1000事業（シギ・チドリ春期調査）：
4850羽（全国第3位）

◼ クロツラヘラサギやズグロカモメなど希少種にとって重要な越冬地

荒尾干潟
有明海で最初のラムサール登録湿地
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九州地方環境事務所HP
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中池見湿地
【所在地】
福井県敦賀市

【ラムサール条約登録】
2012年7月

【湿地タイプ】
低層湿原、水田

【選定基準】
基準1

袋状埋積谷と呼ばれる特徴的な地形
約40mにおよぶ泥炭埋積物

基準2

基準3

デンジソウやミズトラノオなどの多
様な水生・湿生植物が生育
キタノメダカのタイプ産地
70種以上のトンボ類
ノジコの中継地

【保護の担保】
越前加賀海岸国定公園
特別地域
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https://mendy.jp/articles/view/183334

http://www.pref.ishikawa.jp/shink/hokuriku-shinkansen/about.html

北陸新幹線建設
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⚫ 軽微な変更に承認は不要
（300m以内）

⚫ 環境アセスメントの実施から
時間が経過

⚫ 国の介入が困難
⚫ 不十分なコミュニケーション
⚫ 不十分な説明責任

日本自然保護協会シンポジウム資料（2015.10.12 福田真由子、吉田正人）より

中池見湿地付近における
新幹線トンネル工事
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• 1992年、大阪ガスが液化天然ガス基地を計画

• その後、反対運動が起こり、学術調査が行われ、96年には日本生態
学会が環境庁に要望書

• 2002年、エネルギー事情を理由に断念、土地は敦賀市に寄付

• 2008年、NPO法人中池見ねっと設立

• 2012年3月、北陸新幹線認可ルートをうしろ谷を通過するルートに
変更

• 2012年3月、越前加賀海岸国定公園に編入（第2種特別地域）

• 2012年7月、ラムサール湿地に登録

中池見湿地
新幹線トンネルルートを巡る自然保護運動
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• 2014年4月、ラムサール事務局長来日、記念シンポ

• 2015年3月、2013年に設立された事後調査検討委員会が「認可ルートは
影響が大きい」と結論、5月にルートを変更（委員会設立2013年11月）

• 2016年、NACS-Jが要望書提出（環境管理計画策定、独立評価委員会設置、
情報公開等）

• 2016年11月、フォローアップ委員会設立、環境管理計画検討

• 2018年10月、事業者（鉄道運輸機構）がラムサール条約ガイドライン
に基づく「環境管理計画」策定

• 2019年1月に工事開始、フォローアップ委員会が環境保全対策の取組状
況等の報告を受け、内容を検討。

• 事業者（JRTT鉄道・運輸機構）HP：中池見湿地付近に関する情報 | 北陸
新幹線 | 建設中のプロジェクト[JRTT PROJECTS] | JRTT 鉄道・運輸機構

中池見湿地②
新幹線トンネルルートを巡る自然保護運動
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https://www.jrtt.go.jp/project/nakaikemi.html
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• 1981年、名古屋市ゴミ処分地計画

• 藤前干潟を守る会（87年設立、03年NPO法人化）

• 市民運動、環境調査

• アセスメント＜94開始、96準備書（影響小さい）、98評価書（影響は少なくな
い。代償措置追記）、98環境庁（人工干潟は考慮に値しない、代替案検討が必
要）＞

• 1999年、ごみ埋立計画撤回、ごみ非常事態宣言、ゴミの減量化・循環型社会の
推進

• 2002年11月、国指定鳥獣保護区（特別保護地区323ha）に指定

• 2002年11月、ラムサール条約登録湿地（323ha）

• 2005年3月、藤前干潟協議会設立。地元住民、市民団体、研究者と行政担当者が
藤前干潟の保全と活用を話し合う場。鳥獣保護部会、環境修復部会、保全活用
部会等を設置。

• 2016年9月、東アジア・オーストラリア地域フラウェーネットワークに参加

藤前干潟

ごみ埋め立て計画を撤回して干潟保全と循環型社会へ

81



中部地方環境事務所HP 82



ラムサール条約登録地指定は
最終ゴールへの新たな出発点

1．藤前干潟の魅力と本質を伝
えます

2．山から海まで、ゆたかな伊
勢湾を取り戻します

3. 社会やくらしのあり方を見
つめ、「ゴミゼロ」社会を創
ります
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中部地方環境事務所HP
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中部地方環境事務所HP
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中部地方環境事務所HP
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近畿地方環境事務所保全事業は令和元年度に完了
89



➢ 科学的知見： 研究者の関与、市民科学、国際評価

➢ 市民団体の活動： 保全、再生、調査、普及啓発

➢ 一般市民の関与： 普及啓発、環境教育、観察会

➢ 行政担当者の理解： 信頼関係の醸成

➢ 政治家の理解： 政治家への働きかけ

湿地環境を保全するために必要なこと
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ご清聴ありがとうございました

徳之島・寝姿山
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